
議第１１号 

 

令和６年度 安来市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度安来市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 258,427 千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 3,927,231千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

            令和６年１２月２日 提出 

 

 

                     安来市長  田 中 武 夫  



 

第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳　　　　入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

  4. 県支出金 2,690,389 257,957 2,948,346

  1. 県負担金・補助金 2,690,389 257,957 2,948,346

  6. 繰入金 325,774 △152 325,622

  1. 一般会計繰入金 285,774 △152 285,622

  7. 繰越金 57,789 622 58,411

  1. 繰越金 57,789 622 58,411

歳               入               合               計 3,668,804 258,427 3,927,231



 

歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

  1. 総務費 95,630 155 95,785

  1. 総務管理費 75,772 99 75,871

  2. 徴税費 19,517 37 19,554

  3. 運営協議会費 341 19 360

  2. 保険給付費 2,618,911 257,957 2,876,868

  1. 療養諸費 2,260,198 185,107 2,445,305

  2. 高額医療費 351,710 72,850 424,560

  5. 保健事業費 54,791 311 55,102

  2. 疾病予防費 15,789 311 16,100

  8. 諸支出金 27,076 4 27,080

  1. 償還金及び還付加算金 27,076 4 27,080

歳               出               合               計 3,668,804 258,427 3,927,231



 



歳入歳出補正予算事項別明細書
１．総　　　括
（歳　　　　入） （単位：千円）

款 補 正 前 の 額 補    正    額 計

  4. 県支出金 2,690,389 257,957 2,948,346

  6. 繰入金 325,774 △152 325,622

  7. 繰越金 57,789 622 58,411

   歳          入          合          計 3,668,804 258,427 3,927,231



（歳　　　　出）

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計 特            定            財            源

  1. 総務費 95,630 155 95,785

  2. 保険給付費 2,618,911 257,957 2,876,868

  5. 保健事業費 54,791 311 55,102

  8. 諸支出金 27,076 4 27,080

歳        出        合        計 3,668,804 258,427 3,927,231



 

（単位：千円）

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳

特            定            財            源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

0 0 0 155

257,957 0 0 0

0 0 0 311

0 0 0 4

257,957 0 0 470

一般財源



２．歳　　　入

（款）   4.県支出金  （項）   1.県負担金・補助金

節

区　　　　　　分

  1. 保険給付費等交付金 2,690,389 257,957 2,948,346

                          計 2,690,389 257,957 2,948,346

（款）   6.繰入金  （項）   1.一般会計繰入金

  1. 一般会計繰入金 285,774 △152 285,622

                          計 285,774 △152 285,622

（款）   7.繰越金  （項）   1.繰越金

  1. 繰越金 57,789 622 58,411

                          計 57,789 622 58,411

目 補正前の額 補　 正　 額 計



 

（単位：千円）

節

区　　　　　　分 金　　　額

1. 普通交付金 257,957 普通交付金                                               257,957

1. 一般会計繰入金 △152 職員給与費等繰入金                                           107

国民健康保険財政健全化対策事業繰入金                       △259

1. 前年度繰越金 622 前年度決算剰余金                                             622

国民健康保険事業特別会計

説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　　　出

（款）   1.総務費  （項）   1.総務管理費

　　補    正    額    の    財    源    内    訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計         特　 　定　 　財　 　源

国県支出金 地  方  債 そ　の　他

  1. 一般管理費 73,427 99 73,526 0 0 0 99

　   計 75,772 99 75,871 0 0 0 99

（款）   1.総務費  （項）   2.徴税費

  1. 賦課徴収費 19,517 37 19,554 0 0 0 37

　   計 19,517 37 19,554 0 0 0 37

（款）   1.総務費  （項）   3.運営協議会費

  1. 運営協議会費 341 19 360 0 0 0 19

　   計 341 19 360 0 0 0 19

（款）   2.保険給付費  （項）   1.療養諸費

  1. 現年度療養給付 2,246,169 181,896 2,428,065 181,896 0 0 0

費

  2. 現年度療養費 5,943 3,211 9,154 3,211 0 0 0

　   計 2,260,198 185,107 2,445,305 185,107 0 0 0

（款）   2.保険給付費  （項）   2.高額医療費

  1. 高額療養費 351,210 72,850 424,060 72,850 0 0 0

　   計 351,710 72,850 424,560 72,850 0 0 0

（款）   5.保健事業費  （項）   2.疾病予防費

  1. 疾病予防費 15,789 311 16,100 0 0 0 311

　   計 15,789 311 16,100 0 0 0 311

（款）   8.諸支出金  （項）   1.償還金及び還付加算金

  2. 償還金 22,163 4 22,167 0 0 0 4

　   計 27,076 4 27,080 0 0 0 4

一般財源



 

（単位：千円）

節

説　　　　　　　　明

4. 共済費 16 一般管理費                                                        99

8. 旅費 38

11. 役務費 45

3. 職員手当等 24 一般職人件費                                                      24

4. 共済費 13 賦課徴収費                                                        13

1. 報酬 19 運営協議会費                                                      19

18. 負担金補助及び交付金 181,896 現年度療養給付費                                             181,896

18. 負担金補助及び交付金 3,211 現年度療養費                                                   3,211

18. 負担金補助及び交付金 72,850 高額療養費                                                    72,850

11. 役務費 311 医療費適正化事業費                                               311

22. 償還金利子及び割引料 4 償還金                                                             4

国民健康保険事業特別会計

区　　　　  分 金 　　額



（単位：千円）

（単位：千円）

24

区　分 宿日直手当

補正後 5 15,660

管理職特別
勤 務 手 当

合　　　計

16

16

555

6,735 5,636 2,228

２．　一　般　職

職　員

手　当

の

内　訳

備　　　　　考

　（１）　総　括

補正前 5 15,636

比　較

△ 22 46

特殊勤務手当

523 509

区　分 扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 時間外勤務手当 管理職手当 通 勤 手 当 住 居 手 当

48,265 11,114 59,379

24 24 24

職員手当給　料報　酬

13,824

13,824

18,781 15,660

18,781

給　与　費　明　細　書

比　較

補正後

補正前

6,735 5,636 2,228 501

補正後

補正前

比　較

15,636 48,241 11,114 59,355

区　分
職員数
（人）

備　　　考合　　　計
給　　　　　与　　　　　費

共　済　費
計

１．　特　別　職
（単位：千円）

区　　　分
職員数
（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　計 備　考

報　酬 給　料
期末手当 その他の

手　　 当
計

年間支給率

補正後

長　等

その他の
特 別 職

12 327 327

議　員

327

計 12 327 327 327

補正前

長　等

その他の
特 別 職

12 308 308

議　員

308

計 12 308 308 308

比　較

長　等

その他の
特 別 職

19 19

議　員

19

計 19 19 19



（単位：千円）　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　　分 増　減　額 増減事由別内訳 説　　　　　明 備　　　　　考

給　　料

給 与 改 定
に伴う増減分

給与改定の状況
給与改定率
給与改定実施時期

昇 給
に伴う増減分

その他の増減分

採　用
退　職
配置換
その他

職員手当 24

制 度 改 正
に伴う増減分

期末手当 制度改正の状況
勤勉手当 期末・勤勉手当改正月数

制度改正実施時期

その他の増減分 24

扶養手当 採　用
期末手当 退　職
勤勉手当 配置換
時間外勤務手当 その他 24
管理職手当
通勤手当 △ 22
住居手当 46
宿日直手当
特殊勤務手当

管理職員特別勤務手当

　　ア．会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

区　分
職員数
（人）

給　　　　　与　　　　　費
共　済　費 合　　　計 備　　　考

報　酬 給　料 職員手当 計

補正後 6 18,781 10,656 29,437 7,767 37,204

補正前 6 18,781 10,632 29,413 7,767 37,180

比　較 24 24 24

（単位：千円）

職　員

手　当

の

内　訳

区　分 扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 時間外勤務手当 管理職手当 通 勤 手 当 住 居 手 当

補正後 4,011 3,356 2,228 501 555

補正前 4,011 3,356 2,228 523 509

比　較 △ 22 46

区　分 宿日直手当 特殊勤務手当
管理職特別
勤 務 手 当

合　　　計 備　　　　　考

補正後 5 10,656

補正前 5 10,632

比　較 24



　（３）　給料及び職員手当の状況

　　ア．職員一人当たり給与 （単位：円）

区　　　　　　　　　分 一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

令和6年12月1日現在

平均給料月額 259,183 -

平均給与月額 285,566 -

平　均　年　齢 32歳4月 -

令和5年12月1日現在

平均給料月額 248,333 -

平均給与月額 278,214 -

平　均　年　齢 32歳4月 -

　　イ．級別職員数

区　　分
一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

級 職員数（人） 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％）

令和6年12月
1日現在

１級 2 33.3 １級

３級 1 16.7 ３級

６級 ６級

４級 2 33.3 ４級

２級 1 16.7 ２級

５級 ５級

計 6 100.0 計

７級 ７級

令和5年12月
1日現在

１級 3 50.0 １級

３級 2 33.3 ３級

６級 ６級

４級 1 16.7 ４級

２級 ２級

５級 ５級

計 6 100.0 計

７級 ７級

※構成比については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0％にならない場合があります。

　　　（級別の基準となる職務）

区　　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

一般行政職
主　事 主任主事

主　任 主　幹
主　査

課　長 部　長
技　師 主任技師 専門官

技能労務職 一　般　行　政　職　に　準　ず　る


